公益財団法人　足立区勤労福祉サービスセンター
入会申込みについて
公益財団法人　足立区勤労福祉サービスセンター（愛称、ゆう）に、入会のご希望をいただきありがとうございます。
入会資格をお確かめのうえ、お申し込みください。「ゆう」から加入申込書などをお送りいたします。加入申込書のご提出と入会金・会費のお振込みをもって入会手続きが完了いたします。

★入会資格
（１）事業所会員（事業所を通じて加入）
足立区内の中小企業（従業員３００名以下）の事業所や商店等を経営される事業主とその従業員の方
※パートタイマーの方は、１か月以上引き続いて働いている方（又は１か月以上働く見込みの方）は入会できます。
（２）個人会員
足立区内にお住まいで区外の中小企業（従業員３００名以下）の事業所や商店にお勤めの従業員と事業主の方
※パートタイマーの方は、１か月以上引き続いて働いている方（又は１か月以上働く見込みの方）は入会できます。
★申込方法
	事業所会員及び自営業
	事業主又は申込代表者をお決めいただき、入会を希望する方をまとめてお申し込みください。また、後から入会される方は、この代表者の中に加入することになります。

	個人会員
	個々にお申し込みください。

	郵送先
	〒120-8575　足立区千住１－５－７　あだち産業センター２階
足立区勤労福祉サービスセンター　℡03-6812-0871


事業主または勤労者であることが確認できる書類（勤務先の名称、所在地、就職年月日等が分かるもの）を、下記の中からいずれか1点ご提出ください。
〇勤労者の方
「勤務先名および勤務先所在地が確認できる書類」の写し
（例：資格確認書、在職証明書、社員証等）
※健康保険の資格確認書類をご提出いただく場合は、記号・番号・保険者番号は塗りつぶして　　　　　ください。
※名刺や会社封筒などの印刷物は受付できません。
〇事業主の方
税申告書の写し、営業許可証の写し等
（※申告書の金額部分は塗りつぶしていただいて差し支えありません。）

★入会金・会費
お一人あたり　入会金２００円、会費月額５００円
★入会金・会費の払い込みについて
[bookmark: _GoBack]入会時に入会金と会費（初回分）を同封の「払込取扱票」にて、最寄りの郵便局でお振込みください。
＊振込み手数料は、各自ご負担いただきます。
＊入会日は、申込書類の提出と入会金・会費の入金が完了した日となります。
入会金と会費の初回分は、口座引き落としの関係から下記の表のようになります。
[bookmark: _Hlk227341027]一人あたり
	入　会　月
	入　会　金
	会　　費
	振　込　額

	４月・１０月
	２００円
	５００円×６か月
	３，２００円

	５月・１１月
	
	５００円×５か月
	２，７００円

	６月・１２月
	
	５００円×４か月
	２，２００円

	７月・１月
	
	５００円×３か月
	１，７００円

	８月・２月
	
	５００円×２か月
	１，２００円

	９月・３月
	
	５００円×１か月
	７００円


★会費の預金口座引き落としについて
入会後の会費（２回目以降）については、「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」によりお届けいただいた金融機関または郵便局から自動引き落とし（６ヵ月に１度の前払い）とさせていただきます。
口座引き落とし区分
	
	口座引き落とし日
	引き落とし会費内訳
	
	引落日が金融機関の休日にあたる場合は、その翌営業日となります。

	上期
	４月下旬
	４月～９月分
	
	

	下期
	１０月下旬
	１０月～翌年３月
	
	


＊詳細は・センターニュース『Fromゆう』にてご案内します。
＊事業所会員の方の会費は事業所でひとつの口座から一括して自動引き落としします。
＊事業主の方と従業員の方との会費負担割合は、事業所内でご相談ください。事業主の方が負担した分につきましては、税法上、損金または必要経費として処理できます。
＊申請時期によって口座からの引き落としが間に合わない場合がありますのでご了承ください。後日、振込み依頼書を送付させていただきます。
★ご入会後の送付書類
・会員証　・利用ガイド等　・センターニュース『Fromゆう』　※加入人数分お送りします。

＊毎月発行いたしますセンターニュース『Fromゆう』につきましては、事業所会員の方は事業所へ人数分一括送付します。個人会員の方は、ご自宅にお送りいたします。
なお、事業所会員の方の自宅宛にはお送りできませんので、ご了承ください。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

〒120-8575　足立区千住１－５－７　あだち産業センター２階
足立区勤労福祉サービスセンター　℡03-6812-0871

